
資料１－１ 「関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変

更許可（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）について（答

申）」 に対する阿部委員からのコメント 

当委員としては、原子力規制委員会・関西電力株式会社及び関係当

局が原子炉のみならずこれに関連して存在する核分裂物質・放射性物

質が目的以外に使用されることがないよう核不拡散・核セキュリティの側

面に今後とも十分・不断の注意を払うよう期待する。このことは、今月末

に開催される核セキュリティ・サミットの関連で日本がこうした側面で十分

な措置を取っていることを示す上でも重要と考えられる。 

CO707269
テキストボックス
第12回原子力委員会資料第1-2号




